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今回の
表　紙

check！
スマートフォン
で海田夫妻の
インタビューが
見られます

海田夫妻は、須金にある松田観光農園で農業経営継承事業を活用し、約２年間の
研修を経て、平成28年11月に就農。約1.4ヘクタールの畑にブドウ、ナシを栽培
し、今年の夏の「かいたファーム」開園をめざして、現在は準備を進めています。

新規就農者
こう じかい た

海田幸二・
　　春水さん

はる み

周南市水道事業の新たなスタート
民生委員・児童委員の一斉改選
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民 生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、社会福祉の
増進のための身近な相談相手で、相談内容に応じて

専門機関へつなぐ役割を持つ人です。民生委員は、児童委員
を兼ねています。

児 童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮ら
せるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊

娠中の心配事などの相談、支援などを行います。また、一部
の児童委員は、児童に関することを専門的に担当する主任児
童委員の指名を受けています。
各地区の委員は、次の通りです。（敬称略、順不同）

平成28年12月１日付けで、新民生委員・児童委員
が委嘱されました。任期は平成31年11月30日ま
での３年間です。
民生委員制度は、本年１００周年を迎えました。

徳山地域（市外局番０８３４）
担当地区 氏名 電話番号
桜木地区
城ヶ丘１丁目
城ヶ丘２丁目
城ヶ丘３丁目（市住以外）
城ヶ丘３丁目（市住１～12棟）
城ヶ丘４丁目
城ヶ丘５丁目
平原町
桜木１丁目
桜木２丁目
桜木３丁目
主任児童委員（桜木地区全区域）
主任児童委員（桜木地区全区域）

周陽地区
孝田町、上馬屋、下馬屋
瀬戸見町1番（市住10・11棟）
瀬戸見町2～8番
瀬戸見町市住9･10番（1・2棟）・12番
（A・B棟）、瀬戸見町11～15番
瀬戸見町10番（市住3～9棟）
周陽２丁目1番（公団住宅1号棟）・2番
周陽２丁目3～6番・10～13番、
周陽３丁目4番、五月町15～17番
周陽１丁目1･7～14番、大内町４番
周陽１丁目2～6番・15・16番、周陽
２丁目8･9番
周陽２丁目1番（公団住宅2～4号棟）・
7番（県営住宅を含む）
大内町７～１３番、大河内市住
大内町１～３・５・６番
主任児童委員（周陽地区全区域）
主任児童委員（周陽地区全区域）

秋月地区
江の宮町1番(秋月１丁目自治会世帯を
除く)・3～12番、周南第1住宅Ｋ・Ｌ棟

江の宮町1番の一部・2番(周南第3
団地12棟）、秋月１丁目
秋月２丁目
秋月３丁目
秋月４丁目
花陽１丁目
花陽２丁目
扇町(市住)１～５棟
扇町（県住）Ａ～O棟
扇町（市住）６～10棟
楠木２丁目
主任児童委員（秋月地区全区域）
主任児童委員（秋月地区全区域）

遠石地区
横浜町
五月町1～11番
五月町12～14番
遠石１丁目
遠石２丁目
遠石３丁目1～4番・6～8番
遠石３丁目5・9・10番（サーパス1～3）
上遠石町
東山町1・2･10～12番・13番（1～5号）
東山町3～9番・13番（14号）
桜ケ迫、佐野住宅、グランベール遠石
青山町1・4・5･10～12番（青山町東） 
青山町2・3・6～9番（青山町西）
若草町1･2・4番(1～11・27・28号）・5番
若草町3･4番(12～26号)･6～9番、
大字徳山
松保町
速玉町
主任児童委員（遠石地区全区域･主に西部）
主任児童委員（遠石地区全区域･主に東部）

岐山地区
公園区、乗兼市住
高尾団地
中金剛山東、中金剛山上
金剛山団地、望海台、池の上
中金剛山西、西金剛山（1～5班･15～
24班）、西金剛山上
西金剛山（6～14班）、西金剛山県住
東金剛山、幸の台
上一ノ井手、城山台、栄谷、藤原団地
下一ノ井手、松の前
東一ノ井手
西一ノ井手
二ノ井手
福田寺原、楠木1丁目1～4番
楠木１丁目５～１２番、清水町３～７番
東辻、西辻（6～10班）、辻町
東辻河原、西辻（1～5班）、三田川市住
泉原町
岐南町3･4番（11～33号）・5･6･8～
10番、花畠7～9番、新堀、鐘楼町2・
3番（１～17号・33～48号）
主任児童委員（岐山地区全区域）
主任児童委員（岐山地区全区域）
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関門地区
慶万町4～10番
舞車町2～6番、清水町1・2番、慶万町3番
舞車町1番、上御弓丁、慶万町１・２番
一番丁
二番町、岐南町2番の一部
三番町、岐南町1番14～22号・2番の一部
毛利町（モウリマンションを除く）、花畠町1～
6番、岐南町1番の一部・4番(1～5号）・7番
毛利町３丁目（モウリマンション）
児玉町、岐山通 
弥生町２・３丁目、梅園町２・３丁目、月丘町
１丁目1～8、鐘楼町1番1～17号
梅園町１丁目、弥生町１丁目、代々木通
1・2丁目、今宿町１丁目18～28の一
部・36・37・45～52、緑町１丁目1～6
主任児童委員（関門地区全区域・主に西部）
主任児童委員（関門地区全区域・主に東部）

中央地区
住崎町7･8･10～16番、築港町13番
住崎町1～6番・9番、千代田町1～10
番、入船町1・2番
桜馬場通、川端町１･２丁目
新町（1丁目1区を含む）、若宮町１・２丁目
銀南街東・西、平和通１・２丁目
築港町１～１２番
本町１･２丁目、有楽町、みなみ銀座、中央街、銀座１・２丁目
栄町１･２丁目、御幸通
糀町１・２丁目、飯島町２丁目
河東町
徳山河東マンション、ダイヤモンドフォｰラム東川
橋本町１･２丁目
昭和通１･２丁目、柳町、飯島町１丁目
主任児童委員（中央地区全区域）
主任児童委員（中央地区全区域）

今宿地区
戎町１･２丁目、野上町１丁目、都町１･２丁目
戎町３丁目、野上町２丁目、都町３丁目、
権現町、入船町３～７番、千代田町11番
沖見町１･２丁目、相生町１･２丁目 
新宿通１～４丁目、初音町１～３丁目
今宿町１丁目（18～28の一部・36・37・45 ～
52を除く)、今宿町２～４丁目、緑町３丁目の一部
緑町１丁目（1～6を除く）・２・３丁目
西松原１～４丁目、沖見町３丁目、相生町３丁目
月丘町１丁目（1～8を除く）・２～４丁目、原宿町1～
3番、岡田町1～3番、鐘楼町1番（18～25号）
新宿通５・６丁目
今住町、原宿町７番（市住を含む）
御山町、北山1丁目1番1・18～22号・3番
水上、小野、堀越、押谷
東北山1・2丁目、蓮ヶ浴1・2丁目、東卯の手、サーパスマンション
住吉町、北山1丁目（1番１・18～22号・3番を除く）、北山2丁目
新地、江口３丁目
岡田町4～10番、土越、鐘楼町3番(18～32号）、原宿町4～6番
南浦山町、浦山1・2丁目
主任児童委員（今宿地区全区域）
主任児童委員（今宿地区全区域）

櫛浜･鼓南地区
西浜町、西浦町、西磯町
大工町、中磯町、東磯町
中町、西本町、元町
東浦町、南浜、東本町1
本町、東本町2、東本町3
堀川、弁天町、華西小踏
華西大踏、鼓ケ丘、奈切、大浦
栗南1、坂田
栗南2、栗南3、塩田
浴
浴東、峠、荒神、旭町1
旭町2、暁町
居守1、居守2、西佐倉、東佐倉
居守3、桜南
大原、東本浦
西本浦、大和、打上
東中浦、西中浦、本庄浦
大東、川端
浦中、中小路
主任児童委員（櫛浜地区全区域）
主任児童委員（鼓南地区全区域）

久米地区
譲羽上、譲羽下、鋳治谷、柳沢、滑、
松ヶ甲、都叶、落合
老郷地上、老郷地下
向陽台、ひばりケ丘、ひばりケ丘県住
坂本東、坂本西、ひまわり
秋本、西久米、南秋本
中通り、末広町
久米市上、久米市下
石ヶ迫、天神山、政所
清水、西光寺、町合、共楽園
寺下1、寺下2、高田団地
蔵光、椿ヶ丘、平井
旭ケ丘西、旭ケ丘南、旭ケ丘中央
旭ヶ丘県住、旭ヶ丘東、和田
下須川、田中東
田中西、旭、院内
主任児童委員（久米地区全区域･主に国道２号以北）
主任児童委員（久米地区全区域･主に国道２号以南）

菊川地区
上土井、土井
向土井、清海
横矢、新横矢、東武井
西武井、見明、城山
岡上野、上野、内谷、居守迫
岩屋、徳善、西蔵掛、蔵掛
井谷、庄原
里四熊、向山、新畑
奥四熊、松兼、播磨尾花
小畑全域（花河原を含む）、大神5丁目一部（小庄下自治会）
西南野中、西南野下、川本
西南野上、東南野、間上、中野、八籾
別所、中山、川本平山
下川曲、上川曲、矢櫃
主任児童委員（菊川地区全区域）
主任児童委員（菊川地区全区域）

任期▶平成28年12月1日～31年11月30日
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夜市地区
上畑、下畑、峰
鬼武、来原、中塚、西ノ平、一ノ瀬
上伊賀、下伊賀、宮ノ下、宮ノ馬場、才崎
的場、貝籠、寺内、夜市川
上市、中市、下市、鬼石、赤迫、角向
中村、西ヶ浴、高井
主任児童委員（夜市地区全区域）
主任児童委員（夜市地区全区域）

戸田地区
苔谷、峠思ヶ浴、戸田山、津木
東阿高、菅原、岡村
西阿高、橋本
佐畑、四郎谷
市西、市東、十軒屋
押田、中河原、宮崎
北河内、友広、浴、河原、桑原、佐古
主任児童委員（戸田地区全区域）
主任児童委員（戸田地区全区域）

湯野地区
藤ヶ本、中村、沼田ヶ峠、上･中･下
柚木河内、行田
上名山、下名山、牧、原
佐古、佐古上、小串原第１・第２、
下小串原、蔵本、後山、小串原県住
上町、下町１区・２区･３区、下町中、
下迫、岡の谷
上･中小野、下小野１区･２区、
南古屋、北古屋
上･下大原、上･下河井、石砂谷
主任児童委員（湯野地区全区域）
主任児童委員（湯野地区全区域）

向道･長穂地区
黒瀬、横瀬、瀬戸兼、大久保
日野、中村、鹿野地、大畠、西、門前
横川、新畑東・西、畑、河内
地吉、道谷、五味、門前、嶽、下山
石ノ原、田代、二俣上・下
莇地上・下
長穂市、合下、熊の尾、山手
別分、下莇沢、檜谷、檜谷団地
西山、木津、下利、宮の原、門前
主任児童委員（向道地区全区域）
主任児童委員（長穂地区全区域）

須々万地区
奥光、井手下、上本城、下本城
上若、友国、上中市
片地上、肝要
山手
西和奈古、一の坂
東和奈古
高樋、上牛の毛、下牛の毛
西殿木原、新引
東殿木原、下市、新星台
主任児童委員（須々万地区全区域）
主任児童委員（須々万地区全区域）

中須地区
柏山、相地
朴、市
杉山、新杉山、久保、畑、野口
阿田川、阿田川上、川上、阿田岡
東山、野段、休、戻路
大田原、椿
主任児童委員（中須地区全区域）
主任児童委員（中須地区全区域）

須金地区
池田、上市、高崎
楽々谷、小田原、松室
中市、北山
長谷、田原、葭谷、峰畑
兼田、長渡路
朴、中原
下市
主任児童委員（須金地区全区域）

大津島地区
本浦
天浦、柳浦、馬島1
馬島2～馬島5
刈尾
瀬戸浜、近江、黒髪島、開拓地
主任児童委員（大津島地区全区域）

新南陽地域（市外局番０８３４）
担当地区 氏名 電話番号
富田地区
明石
川崎南
川崎東
川崎西
新開作、菊ヶ浜、新開作南
若葉、椎木開作、花園、ベルモンゾ花園
田園調布、西千代田、川東
野村開作東
道源開作
野村開作西
古川、古川東、サーパス新南陽第２・第３
川手、新川手、サーパス新南陽
政所東、サーパス政所東
水源地、水源地ゆめ
政所西、オーヴィジョン政所
政所南、サーパス新南陽駅前、
オーヴィジョン新南陽
政所北、土井
清水、清水南、サーパス新南陽駅前二番館
古泉
古市東、古市中
古市北、中央町
古市西、和泉屋開作
大神、ケアハウス新南陽
大神中、上大神
大神東、大神南、大神北
新堤
新堤南、中溝、新堤県住、中溝南
坂根河内、坂根河内西、坂根団地
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宮の前
新町東、新町北
新町中
新町西、浜田
平野上東、平野上西、横町
日地、笠石、片山
平野町東、平野町西、平野町中、温田東
温田西
主任児童委員（富田東小学校区）
主任児童委員（富田東小学校区）
主任児童委員（富田西小学校区）

福川地区
東町、市井木東、市井木西、福川１・２丁目
人麿、寿町
東中町中、東中町北、皿山南、皿山北
社地東、社地西、西中町、東中町南
中市東、中市西
西町東、西町西
新上迫、上迫県住
上迫
戎町、上新開、南新開
東新地、西新地
新田東、新田西、新田南、新田中
南新地、西桝、沖新地
西之端、若山
羽島、新羽島、南羽島
中畷１、中畷２、中畷３、新中畷
中開作１、中開作２
室尾１区、室尾２区
長田町
瀬ノ上１
瀬ノ上２
主任児童委員（福川小学校区）
主任児童委員（福川南小学校区）

和田地区
高瀬
夏切
垰
米光（平木・池広を除く）
馬神、米光（平木・池広）
主任児童委員（和田小学校区）

熊毛地域（市外局番０８３３）
担当地区 氏名 電話番号
熊毛地区
河原畑、八代原、高代、八代上河内
上市、下市、大迫、松尾、吉国、中郷
下魚切、中魚切、上魚切
八代新畑、上須野河内、下須野河内
下清尾、中清尾、上清尾
新町、今市
下大歳、上大歳、小成川、大成川
樋口、秋里、東秋里、青葉台
東原、西原、太刀野、徳万、たちの台
鶴見台１～３丁目
鶴見台４～６丁目
東中村、西中村、正安
宮河内、追迫、石光上、石光中、石光下

森河内、安田上、安田下、迫
広末、筏場、黒岩、荒瀬
兼清、小深、阿下、十楽
東善寺上、東善寺下、川尻、和田、
和田団地、土手
本町、西町、勝間古市、定光、
三丘古市、三丘原、定明
地方、和那手、関屋、奥関屋、王子免
大江、叶松、勝間ヶ丘、藤ヶ台
勝間下、勝間中東・西、中村、向陽、南向陽
勝間上、白石、松舟
新畑、遠見、夢ヶ丘
御所尾原上、御所尾原中、御所尾原下
東勝間原、西勝間原、南勝間原、北勝間原
新清光台１・４丁目、御幸台
新清光台２･３丁目
緑ヶ丘１～３丁目
幸が丘上、幸が丘中、幸が丘下、幸が丘西
垰、此原、上河内、大河内、畑上、
畑下、天王園
自由が丘１～４丁目
自由が丘５～９丁目
院内、別所、上笠野、中笠野、下笠野
清光台町
主任児童委員（八代・高水小学校区）
主任児童委員（三丘・大河内小学校区）
主任児童委員（勝間小学校区）

鹿野地域（市外局番０８３４）
担当地区 氏名 電話番号
鹿野地区
葉ノ内、小河内、片山、戸根
小潮、倉谷、桶山
西河内
中津
堤、柏原
石ヶ谷、美保
大地庵、新町
上渋川、中渋川、下渋川
上野、ゆめの台
東、上市
本町、大谷
中町、下市
大町、上大町
合ノ川、奥大町、秘密尾
細野
大泉
小泉、垂門
田原、今井
仁保津、杉ノ河内、赤山、清涼寺
奥畑、奥谷、郷、菅蔵
主任児童委員（鹿野地区全区域）
主任児童委員（鹿野地区全区域）

問 合せ　
地域福祉課福祉調整担当
☎０８３４ー 22 ８ー４６５

任期▶平成28年12月1日～31年11月30日

困ったら
相談を！
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本市は約６５６平方キロメートルという市域の広さ
もあって、市内には１９の簡易水道と、いくつかの飲料
水供給施設※があるんじゃ。簡易水道の数は、県内
では萩市に次いで２番目に多いんじゃよ。

※飲料水供給施設…計画給水人口が100人以下の、さらに小規
模な水道事業のことです。

徳
山
・
新
南
陽
地
域
に
加
え
、熊
毛
・
鹿
野
地
域
の

簡
易
水
道
は
本
年
４
月
１
日
に
、周
南
市
水
道
事
業

に
統
合
さ
れ
、経
営
基
盤
が
強
化
さ
れ
ま
す
。

周
南
市
水
道
事
業
の

新
た
な
ス
タ
ー
ト

　これで熊毛・鹿野地域の
皆さんも安心じゃ！！

簡易水道は、計画給水人口が5,000
人以下の水道事業をいうんじゃ。事業
規模が小さいと、どうしても経営基盤
が弱くなってしまうんじゃ。そこで周南
市では簡易水道の経営基盤を強くし
て、水道サービスの水準の維持・向上
をめざして、全ての簡易水道事業を水
道事業に統合することにしたんじゃ。

どうして？

それで周南市も簡易水道
の統合を進めたわけね。

市内に簡易水道ってたくさんあるの？Q
A

市上下水道局の
マスコットキャラクター
水道のことなら
何でも博士
ドクター・ジャー

水道にこよなく興味を持つ
中学１年生  みずき

ー

これからも安心で安全な水の安定供給と一体的
な水道サービスの提供を図っていくためには、統合
による基盤の強化が重要なんじゃ。
多くの市町が水道事業への統合を進めていて、も

う既に、統合を完了したところもあるぞ。
今回、熊毛地域ではいったん、3月31日に１３の簡易水道と飲料
水供給施設などを一緒にして「熊毛地区水道事業」をつくり、その
後、水道事業に統合することになるんじゃ。
これまでの井戸に替わって、光市の浄水場で作った水になるか

ら、安定した水量と水質の水道水を届けることができるんじゃ。
鹿野地域においても、今後、老朽化した配水管の更新や浄水場

の機能維持などが計画的に行えるこ
とから、これまで以上に水の安定供
給が期待できるんじゃよ。

へぇー、そんなにも！

鹿野地域の鹿野地域の
2つの簡易水道2つの簡易水道

（鹿野・鹿野渋川地区）（鹿野・鹿野渋川地区）

徳山・新南陽地域の徳山・新南陽地域の
4つの簡易水道4つの簡易水道
（大向・須万市・（大向・須万市・
須々万長穂・米光）須々万長穂・米光）

周南市水道事業周南市水道事業

4月1日に
全て統合

統合することで水道サービスが良くなるんだね。

樋口配水池（平成28年3月完成）樋口配水池（平成28年3月完成）

●熊毛地域の13簡易水道事業●熊毛地域の13簡易水道事業
御所尾原・幸ヶ丘自由ヶ丘・勝間御所尾原・幸ヶ丘自由ヶ丘・勝間
原・定光・鶴見台・緑ヶ丘・清光台・原・定光・鶴見台・緑ヶ丘・清光台・
新清光台・叶松・夢ヶ丘・勝間ヶ新清光台・叶松・夢ヶ丘・勝間ヶ
丘・幸ヶ丘第2・藤ヶ台丘・幸ヶ丘第2・藤ヶ台

●原給水施設など●原給水施設など

熊毛地区熊毛地区
水道事業水道事業
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統合に伴って、熊毛・鹿野地域は水道料金が変わるの？

何か他に注意することがある？

ドクター・ジャー、あり
がとう。よく分かった
よ。水は私たちの生活
にとって欠かせないも
のだから、これからも
水道のことについて
もっとよく学ぶね。

■統合・料金改定・口座振替に関すること
　環境政策課生活衛生・簡易水道担当☎0834-22-8322
■統合後の工事申し込み・加入金に関すること
　上下水道局水道工務課☎0834-22-8610
■統合後の料金に関すること…上下水道局料金課☎0834-22-8603
※給水申し込みの受け付けや相談は、熊毛総合支所および
　鹿野総合支所産業土木課でも対応しています。

問
合
せ

Q
そうなんじゃよ。今回の統合に伴って、水道料金も周南市水道事業の料金と一緒

になるんじゃ。ただし、これでは一度に負担が大きくなるので、経過措置期間（２年
間）を設けて、段階的に引き上げていき、平成３１年４月１日で、一緒にするんじゃ。A

水道料金と下水道使用料の口座
振替の手続きは変更が必要なの？Q

A
●市では、熊毛・鹿野地域の上下水道利用
者の全世帯に「水道料金等口座振替申込
書」を平成２８年１２月中に郵送しています。
　　お知らせが届いた人で、引き続き口座振
替を希望する人、または新たに口座振替を
希望する人は申込書に必要事項を記入の
上、押印（金融機関の届出印）して、１月31日
（火）までに、同封の返信用封筒で返送をお
願いします。なお、新規で申し込む人は、
5月請求分から引き落としになります。
●これまで口座振替により引き落としをして
いる人でも、今回の「水道料金等口座振替
申込書」の提出がないと、5月請求分から
口座振替ができなくなりますので、注意し
てください。

そうじゃ。良いところに気付いてくれた。熊毛・
鹿野地域の人は今回の統合に伴って、水道料金
および下水道使用料の請求者が市長から上下
水道事業管理者に変更になるんじゃ。このため、
口座が一緒でも、改めて口座振替の手続きが必
要となるんじゃ。

口座振替の引き落とし日がこれまでの月末から、15日に
変わるので要注意じゃよ。納期はこれまで通り、検針（偶数
月）を行った翌月（奇数月）の末日のままじゃ。
※これまでより口座振替の引き落とし日が早くなるため、口
座へ早めの入金をお願いします。
なお、15日が土・日曜日、祝日の場合は、金融機関の翌営
業日が引き落とし日です。

■統合後の熊毛・鹿野地域の水道料金 （税込み）
基本料金 超過料金（１立方メートル当たり）

平成31年
３月31日
まで

4月1日～
平成30年
３月31日

平成30年
4月1日～
31年3月31日

熊毛 現行どおり 一般

123.12円 139.32円
鹿野 現行どおり

家事、家事
共用栓

営業用栓

学校用栓

臨時用栓

用途・
種類

期間期間

地域

水道料金

平成31年
4月1日から

周南市
水道事業の
料金に統一

ただし、熊毛地域では経
過措置が適用にならない
場所があるので、分から
ない場合は遠慮なく問い
合わせてほしいんじゃ。
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県
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税
の
申
告

所
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の
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定
申
告

2017.1.15 8

■ 

申
告
が
必
要
な
人

● 

平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、本
市
に
在

住
す
る
人

● 

平
成
28
年
中
に
、農
業
や
営
業
、不
動
産
、

配
当
、譲
渡
な
ど
の
収
入
が
あ
っ
た
人

（
確
定
申
告
を
し
た
人
は
除
く
）

● 

年
末
調
整
済
の
給
与
所
得
以
外
の
収
入

（
生
命
保
険
契
約
な
ど
の
満
期
な
ど
に

よ
る
一
時
金
の
収
入
や
、個
人
年
金
な

ど
の
受
け
取
り
を
含
む
）が
あ
っ
た
人

※ 

年
末
調
整
済
給
与
以
外
の
所
得
の
合

計
が
、20
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、所

得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。20
万

円
以
下
の
場
合
は
、確
定
申
告
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、市
・
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

● 

収
入
が
公
的
年
金
、恩
給（
遺
族
年
金

を
除
く
）の
み
で
、公
的
年
金
な
ど
の
源

泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
た
も
の
以
外
の

控
除
を
受
け
る
人

● 

病
気
や
失
業
、学
生
な
ど
で
、収
入
が

無
か
っ
た
人

● 

親
族
の
扶
養
に
入
っ
て
い
る
人
で
、扶
養

し
て
い
る
人
が
、同
一
世
帯
以
外
か
市

外
に
住
ん
で
い
る
人

※ 
前
年
の
状
況
を
判
断
し
て
、申
告
が
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
や
、前
年
に

市
・
県
民
税
の
申
告
を
し
た
人
な
ど
に

は
、１
月
末
に
、市
・
県
民
税
申
告
書
を

発
送
し
ま
す
。

※ 

申
告
書
が
届
か
な
い
場
合
で
も
、申
告

期
間
中
は
、各
総
合
支
所
、各
支
所
な

ど
の
窓
口
で
申
告
書
を
配
布
し
ま
す
。

※ 

申
告
書
の
記
入
が
、全
て
済
ん
で
い
る
人

は
、課
税
課（
市
役
所
仮
庁
舎
）・
各
総
合

支
所
・
各
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

内
容
の
確
認
や
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

郵
送
の
場
合
は
、〒
７
４
５‐
０
０
３
２

銀
座
２‐
13
課
税
課
市
民
税
担
当
で
受

け
付
け
ま
す
。必
ず
連
絡
先
を
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

■ 

申
告
が
必
要
な
人

● 

平
成
28
年
中
に
、農
業
や
営
業
、不
動
産
、

配
当
、譲
渡
な
ど
で
収
入
が
あ
っ
た
人

● 

平
成
28
年
中
の
給
与
収
入
が
、2
０
０
０

万
円
を
超
え
る
人

● 

年
末
調
整
済
給
与
以
外
の
所
得
の
合

計
が
、20
万
円
を
超
え
る
人

● 

２
か
所
以
上
か
ら
給
与
が
あ
り
、主
な

給
与
以
外
の
給
与
収
入
が
、20
万
円
を

超
え
る
人

● 

同
族
会
社
の
役
員
な
ど
で
、そ
の
会
社

か
ら
給
与
な
ど
の
ほ
か
に
、貸
付
金
の

利
子
や
店
舗
・
工
場
な
ど
の
賃
貸
料
、

機
械
器
具
の
使
用
料
な
ど
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
人

● 

給
与
に
つ
い
て
、災
害
減
免
法
に
よ
り
、

◆ 平成28年分の申告からマイナンバー（個人番号）
の記載が必要になります。（本人確認の方法につ
いては、11ページで説明）
◆ 申告書の記入が、全て済んでいる場合は、郵送で
も受け付けができます。
◆ 申告会場へは、必ず医療費の集計などは各自で計
算を済ませ、申告書や収支内訳書などを記入して
から来場してください。待ち時間の短縮のために
協力をお願いします。
◆ 申告期間中は、市役所本庁舎・仮庁舎では申告相
談の受け付けはしていません。また、総合支所など
では、申告相談割り当て日以外は申告相談を受け
付けできませんので注意してください。
◆  所得税の確定申告をした人は、市・県民税の申告
は不要です。

市・県民税の申告と市・県民税の申告と
所得税の確定申告所得税の確定申告

提出期限

3 15
水曜日



確定申告書は国税庁ホームページ  http:
//www.nta.go.jpで作成・印刷し、郵送で提
出することができます。
また、電子証明書を取得している人はｅ

イータックス

‐Ｔａｘ
を利用して送信することもできます。

ｅ‐Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク
☎0570-01-5901

問合せ

マイナンバーの番号確認と本人確認のため
に別途、書類が必要な場合があります。詳しく
は11ページの「そこが知りたい」で説明してい
ますので、確認してください。

■申告相談と申告の受け付け日程
と会場一覧は、10ページに掲載
しています。

申告書は、国税庁ホームページで
作成できます

税申告におけるマイナンバーと
本人確認について

申
告
に
必
要
な
も
の

2017.1.159

契
約
書
の
写
し
▼
住
宅
取
得
資
金
に
係

る
借
入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
な
ど

● 

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
場
合
…
寄
附
し

た
団
体
な
ど
か
ら
交
付
を
受
け
た
領
収
書

（
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
人
が
市
・

県
民
税
の
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、住

民
税
に
関
す
る
事
項
へ
の
記
入
が
必
須
）

そ
の
ほ
か
、申
告
に
必
要
と
思
わ
れ
る

書
類
や
資
料
を
、持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

営
業
所
得
や
農
業
所
得
、不
動
産
所
得

な
ど
が
あ
る
場
合
…
▼
収
入
や
経
費
な

ど
が
分
か
る
明
細
書
や
領
収
書
▼
そ
れ

ら
を
基
に
作
成
し
た
収
支
内
訳
書

● 

生
命
保
険
契
約
の
満
期
な
ど
に
よ
る
一

時
金
の
収
入
が
あ
る
場
合
…
受
け
取
り

の
金
額
が
分
か
る
明
細
書

● 

個
人
年
金
な
ど
の
受
け
取
り
が
あ
る
場

合
…
支
払
証
明
書

各
種
控
除
を
受
け
る
場
合
の
持
参
物

● 

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
…
▼
支

払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
▼
支
払
っ
た
医

療
費
に
対
し
て
、保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ

れ
る
金
額
が
あ
れ
ば
、そ
の
明
細
書
な
ど

※ 

医
療
費
の
領
収
書
は
、全
て
集
計
し
て

封
筒
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。医
療
費
控

除
申
告
用
の
封
筒
は
、税
務
署
や
課
税

課
、各
総
合
支
所
、各
支
所
の
窓
口
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

● 

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合
…

国
民
年
金
保
険
料・国
民
健
康
保
険
料・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
な
ど
の
領
収
書
・
支
払
証
明
書
、ま

た
は
控
除
証
明
書
・
納
付
済
通
知
書

● 

生
命
保
険
料
控
除
や
地
震
保
険
料
控

除
を
受
け
る
場
合
…
支
払
っ
た
保
険
料

の
控
除
証
明
書

● 

障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合
…
障
害

者
手
帳
ま
た
は
証
明
書
な
ど

● 

新
た
に
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
場

合
…
▼
登
記
事
項
証
明
書
▼
住
民
票
の

写
し
▼
売
買
契
約
書
ま
た
は
工
事
請
負

源
泉
徴
収
税
額
の
徴
収
猶
予
や
還
付

を
受
け
た
人

● 

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
新
規
に
申
請
す

る
人

■ 

公
的
年
金
所
得
が
あ
る
人

　

次
の
要
件
に
両
方
と
も
該
当
す
る
場
合

は
、確
定
申
告（
提
出
・
納
税
）が
不
要
で

す
。た
だ
し
、所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

た
め
に
は
、確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要

で
す
。ま
た
、確
定
申
告
書
の
提
出
を
要

し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、市
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

要
件　
▼
❶
…
平
成
28
年
中
の
公
的
年
金

の
収
入
金
額
が
、４
０
０
万
円
以
下
▼
❷
…

❶
以
外
の
所
得
金
額
が
、20
万
円
以
下

● 

市
・
県
民
税
申
告
書
や
確
定
申
告
書

●
徳
山
税
務
署
か
ら
は
が
き
が
届
い
た
人

は
そ
の
は
が
き

●
印
鑑

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

※
番
号
確
認
・
本
人
確
認
の
た
め
に
別
途
、

必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
。（
11
ペ
ー
ジ

で
説
明
）

● 

給
与
収
入
が
あ
る
場
合
…
給
与
所
得

の
源
泉
徴
収
票

● 

公
的
年
金
収
入
が
あ
る
場
合
…
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

お知らせ

●市・県民税の申告について
課税課市民税担当☎０８３４-22-8273
●所得税の確定申告について
確定申告テレフォンセンター☎0834-21-1010（音声ガイダンスで0を選択）
開設日時　1月18日（水）～3月15日（水）8時30分～17時
　（土・日曜日、祝日を除く）

問
合
せ

市・県民税申告書のマイナンバーの記載場所

通知カード（表面） マイナンバーカード（裏面）
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市・県民税の申告と所得税の確定申告

申告相談と申告の受け付け

期日 徳山
税務署

コア
プラザ
かの

ゆめ
プラザ
熊毛

新南陽
ふれあい
センター

会場（対象地区）

1月 30日（月） 和田公民館（9時30分～15時）

31日（火） － － － － 大島公民館（9時30分～12時）、粭島公民館（13時30分～15時）
馬島公民館（10時～12時）、大津島支所（13時30分～15時30分）

2月 1日（水） － － － － 長穂支所（9時30分～15時）、向道支所（大道理夢求の里交流館）（9時30分～
11時30分）、大向公民館（13時30分～15時30分）

2日（木） － － － － 中須支所（9時30分～15時）、須金支所（10時～15時）
3日（金） － － － － 須々万支所（9時30分～15時）
6日（月） － － － － 道の駅ソレーネ周南（9時30分～15時）
7日（火） － － － － 湯野支所（9時30分～15時）
8日（水） － － － － 夜市支所（9時30分～15時）
10日（金） － － － － 菊川支所（9時30分～15時）
13日（月） － － － － 櫛浜支所（9時30分～15時）
14日（火） － － － － 久米支所（9時30分～15時）
16日（木） ○ － － －
17日（金） ○ ○ － － コアプラザかの（9時30分～15時30分）（大潮・須万・金峰・巣山地区）
20日（月） ○ ○ － － コアプラザかの（9時30分～15時30分）（鹿野上地区）
21日（火） ○ ○ － － コアプラザかの（9時30分～15時30分）（鹿野中・鹿野下地区）
22日（水） ○ － － －
23日（木） ○ － － － 鶴いこいの里交流センター（9時30分～15時）
24日（金） ○ － ○ － ゆめプラザ熊毛（9時30分～15時30分）（大河内・清光台町・新清光台地区）

27日（月） ○ － ○ － ゆめプラザ熊毛（9時30分～15時30分）
（大河内・清光台町・新清光台・勝間ヶ丘・藤ヶ台地区）

28日（火） ○ － ○ － ゆめプラザ熊毛（9時30分～15時30分）（樋口・原・高水原・清尾地区）
3月 1日（水） ○ － ○ － ゆめプラザ熊毛（9時30分～15時30分）（安田・中村・鶴見台・小松原地区）

2日（木） ○ － ○ － ゆめプラザ熊毛（9時30分～15時30分）
（呼坂・呼坂本町・奥関屋・熊毛中央町地区）

3日（金） ○ － － －
6日（月） ○ － － －
7日（火） ○ － － ○ 新南陽ふれあいセンター（9時30分～15時30分）（富田地区）
8日（水） ○ － － ○ 新南陽ふれあいセンター（9時30分～15時30分）（富田地区）
9日（木） ○ － － ○ 新南陽ふれあいセンター（9時30分～15時30分）（福川地区）
10日（金） ○ － － ○ 新南陽ふれあいセンター（9時30分～15時30分）（新南陽全域）
13日（月） ○ － － －
14日（火） ○ － － －
15日（水） ○ － － －

※各申告会場への、電話での問い合わせはできません。
※期間中、市役所本庁舎・仮庁舎では申告相談や申告書作成指導を行っていません。
※所得税の確定申告書を市・県民税の申告会場に提出した場合、税務署が収受した日が収受日になります。
※（　）内は、対象地区・地域の目安です。対象地区・地域以外に在住する場合でも受け付けます。

【市・県民税の申告】課税課申告相談日程 ／ 【所得税の確定申告】徳山税務署申告相談日程

■徳山税務署　※昨年から申告会場は「徳山税務署」に変わりました。
期間　2月16日（木）～3月15日（水）（土・日曜日を除く）
時間　9時～16時
※ 駐車場は台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関を利用してください。

■ 総合支所・支所・公民館など
　詳しい場所と時間は、下の表の通りです。
※ 1月30日（月）～3月15日（水）は、市役所課税課および、総合支所などでは申告相談
割り当て日以外の受け付けはできません。

※「ピピ５１０」には、申告会場を設
置していませんので、注意してく
ださい。
※所得税の青色申告・分離課税・
住宅ローンの新規の申告など
は、徳山税務署の会場でのみ受
け付けます。市の会場では受け
付けできません。



問合せ　課税課市民税担当☎0834-22-8273
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たがり先生の 今月のテーマ：

量の最適化って
何ですか？再配置講座 か？

vol.5

問合せ問合せ　　地域づくり推進課地域づくり支援担当地域づくり推進課地域づくり支援担当
☎0834-22-8412☎0834-22-8412

施設マネジメント課公共施設
再配置担当☎0834-22-8202問合せ

今後後、人口減減少・少子少 高齢社会が進進展す展する中る 、将
来にに過大過大な財財政負担を担を負わ負 せずせずに公に 共施施設を設 維
持・更新してしていくいくためた 、施、施設の設の保有量（施設施設数）数を縮
減し、次の世の世代に代に継承継 可能可能な量な にしなけければればいけま
せん。これがれが量の量の最適化で化 す。その手法手法としとして、新規
の施設整備は備はできできるだけ抑け 制し、既存の施設は、市
の関与の必要必要性や性や機能機能の重複、施設の役
割などから、継続や統統合、合 廃止などを検討し
ます。そのほか、複合化や民間施設の活用
を検討し、廃止後の活用が無い施設は解体

を行っていきます。

　

　
　地震などの大災害の人命救助には、最初の数
時間の初期対応が重要です。そのときに頼りに
なるのが、身近な隣人です。日頃の近所付き合
いを大切にすることが、地域の防災力の向上
につながります。
　　自治会は、交流活動を通じて、いざ
というときに助け合える隣近所づ
くりを支えています。

いざというときに助け合える
隣近所づくり

みんなみんなでで支支えようえよう

そこが

知り
た
い
！

　平成28年分の申告から、マイナンバーの記載が必要になります。
　マイナンバーを記載した各申告書を提出するときは、申告者の
マイナンバーの番号確認書類と本人確認書類が必要なので、必
ず原本を用意してください。なお、税関係事務で行われる本人確
認は、他の手続きと異なる場合があるので、注意してください。
※扶養されている人のマイナンバーも記入が必要です。

税申告におけるマイナンバーと本人確認について

※確定申告では原本提示の上、コピーの添付が必要となる場合があります。

番
号
確
認

本
人
確
認

マイナンバー
カードのみで
確認できます

●マイナンバーの通知カード
●マイナンバーが記載された住民票
　　　　　　　　 のうち 1点

1点 2点

運転免許証／運転経歴
証明書／パスポート／
顔写真付き身分証明書
（社員証・学生証・資格
証明書）／障害者手帳／
健康保険証／年金手帳

顔写真なし身分証明書（社
員証・学生証・資格証明書）／
印鑑登録証明書／納税証明
書／源泉徴収票／特定口座
年間取引報告書／戸籍や住
民票の写しなどのうち などのうち
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■休日夜間急病診療所（慶万町10-9）
診 療科目　内科、外科
診 療時間 ●休日…9時～12時、
　13時～17時、19時～22時
　●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-32-2299
■ 周南地域休日夜間こども急病セン
ター（周南こどもＱＱ）（徳山中央病院内）
診 療科目　小児科
診 療時間 ●休日…9時～12時、

　13時～17時、19時～22時
　●平日夜間…19時～22時
電話　☎0834-28-9650
■休日歯科診療所（今宿町3-55）
診 療科目　歯科
診 療時間　10時～12時、13時～15時
電話　☎0834-32-1717
※ 時間外の診療は消防本部指令室☎08
34-22-8765へ問い合わせてください。

■熊毛地域休日在宅当番医（診療時間…9時～17時）

15歳未満の子どもの急病、疾患は…小児救急医療の電話相談（19時～翌朝8時）☎＃8000（携帯電話・プッシュ回線）または☎083-921-2755

緊
急
の
場
合

●受診時は、保険証と福祉医療証などを持参してください。受付時間は、診察終了時間の30分前までです。

問合せ
健康づくり推進課 ☎0834-22-8553
熊毛総合支所市民福祉課 ☎0833-92-0013
コアプラザかの ☎0834-68-2302

●休日当番医テレホンサービス☎0833-92-0029

親と子の健康づくり
◆安心育児スタート講座
　もうすぐママやパパになる人が、安心して赤ちゃんを迎え
るための講座です。
対 象　おおむね妊娠7・8か月の妊婦とその家族
日時　2月18日（土）9時45分～12時
内 容　▼パパの妊婦体験、赤ちゃんの着替え▼お風呂の入れ
方見学▼母乳育児、赤ちゃんの泣き方・泣きやまないとき
の対処法、産後ママの心身の変化とパパの役割の講話
場所　徳山保健センター
定員　25組（受け付け順）
持参物　母子健康手帳、
　筆記用具
申込み　2月17日（金）まで
に、健康づくり推進課

◆すこやか育児相談
　体重や身長の測定、保健師が育児相談、助産師がおっぱ
い相談、管理栄養士や歯科衛生士が個別相談を行います。
○おっぱい相談、●栄養相談、◎歯科相談を併せて実施

日時 場所
2月 1日（水）10：00～11：00 夜市支所

6日（月）10：00～11：00 子育て支援センターのびのびセンター○●◎
14日（火） 9：30～11：00 徳山保健センター○●◎
15日（水）10：00～11：00 ゆめプラザ熊毛○●◎
22日（水）10：00～11：00 須々万農村環境改善センター◎
28日（火）10：00～11：00 久米支所

持参物　母子健康手帳

◆3歳児健康診査
　3歳の頃は体と心の発達が目覚ましく、一生の基礎が出来
上がる大切な時期です。３歳児健康診査では、子どもの成長
を確認するとともに、子育てについての相談に応じます。
対 象　３歳６か月～４歳未満の幼児で、これまで３歳児健康診
査を受けていない人
※対象者には、個別に通知をします。

日時 場所
2月 2日（木）12：40～13：20 ゆめプラザ熊毛

16日（木）12：30～13：30 徳山保健センター
持参物　健康診査票、少量の尿、母子健康手帳

◆はじめての離乳食セミナー
●5・6か月児対象
日 時　2月17日（金）10時～11時30分
場所　徳山保健センター
内容　離乳食、虫歯予防について
持参物　母子健康手帳、筆記用具、離乳母子健康手帳、筆記用具、離乳
食材料費50円食材料費50円
申込み　1月23日（月）から、健康づくり推進課

　血圧が高い、血糖値が高い、コレステロール値が高
い、肥満を解消したい、たばこをやめたい、歯周病が気
になるなど、あなたの「どうしたら？」を一緒に考えます！
対 象　おおむね40～74歳
※ 現在治療中の人や特定保健指導を受けている人を
除きます。
持参物　健康診査受診結果、健康手帳

日時 場所
2月 8日（水） 9：30～12：00 熊毛総合支所

10日（金） 9：30～12：00 学び・交流プラザ
13日（月） 9：00～12：00 徳山保健センター

成人の健康づくり相談会

血糖 肥満 禁煙 歯

※ 予約制です。（1人1時間程度の個別相談）
※都合が合わない人は、別の日でも予約を受け付けま
す。（歯科相談は徳山保健センターのみでの開催）
申込み　各相談日の1週間前までに、健康づくり推進
課、熊毛総合支所市民福祉課

 2月 当番医 電話番号
5日（日）松村医院（本町） 0833-91-0303
11日（祝）松本医院（大江） 0833-91-6020
12日（日）小川クリニック（勝間原）0833-91-5777
19日（日）ふじわら医院（大河内）0833-91-7100
26日（日）松永医院（夢ヶ丘入口）0833-91-3006
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情　報
ひろば
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行
政
相
談

国
な
ど
の
仕
事
に
つ
い
て
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情
や
要
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を
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し
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く
だ
さ
い
。

鶴
い
こ
い
の
里
交
流
セ
ン
タ
ー
で
開
催

日
時　

１
月
24
日（
火
）13
時
30
分
〜

15
時
30
分

櫛
浜
公
民
館
で
開
催

日
時　

１
月
25
日（
水
）９
時
30
分
〜

11
時
30
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新
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開
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日
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１
月
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生
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課
市
民
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セ
ン
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０
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政
評
価
事
務
所
☎
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３‐
９
２
２‐
１
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１

無
料
法
律
相
談

対
象　

市
内
に
在
住
す
る
人

日
時　
２
月
８
日（
水
）9
時
〜
12
時

場
所　

新
南
陽
総
合
支
所

相
談
員　

弁
護
士

定
員　

12
人（
受
け
付
け
順
）

※ 

予
約
制
で
す
。

申
込
み　

1
月
31
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火
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時
30
分

か
ら
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南
陽
総
合
支
所
市
民
生
活

課
☎
０
８
３
４‐
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‐
４
１
０
４

１
月
26
日
は
文
化
財
防
火
デ
ー

１
月
26
日
は
、文
化
財
防
火
デ
ー

で
す
。文
化
財
は
一
度
失
う
と
、そ

の
価
値
を
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り
戻
す
こ
と
は
不
可
能

で
す
。一
人
ひ
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り
が
、文
化
財
を

大
切
に
す
る
心
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。
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生
涯
学
習
課
文
化
財
保

護
担
当
☎
０
８
３
４‐
22
‐
８
６
７
７

流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業

計
画
変
更（
案
）の
縦
覧

流
域
関
連
公
共
下
水
道（
熊
毛
地

域
の
白
石
・
勝
間
上
地
区
）の
事
業

計
画
区
域
の
見
直
し
に
つ
い
て
、変

更
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
縦
覧

し
ま
す
。

日
時　

1
月
16
日（
月
）〜
30
日（
月
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）

場
所　

上
下
水
道
局
下
水
道
工
務

課
、熊
毛
総
合
支
所
産
業
土
木
課

問
合
せ　

上
下
水
道
局
下
水
道
工
務

課
☎
０
８
３
４‐
22‐８
６
２
７

新
規
排
水
設
備
指
定
工
事
店

工
事
店
名　

西
日
本
工
業（
萩
市
）

☎
０
８
３
８‐26
‐
０
２
４
０

問
合
せ　

上
下
水
道
局
下
水
道
工

務
課
☎
０
８
３
４‐
22
‐
８
６
３
１

男
性
介
護
者
の
集
い

対
象　

認
知
症
の
家
族
を
介
護
し

て
い
る
男
性
、家
族
に
認
知
症
の
人

が
い
る
男
性

日
時　

１
月
24
日（
火
）10
時
〜
11

時
30
分

場
所　

学
び
・
交
流
プ
ラ
ザ

内
容　

座
談
会

参
加
料　

無
料

※ 

本
人
と
一
緒
に
参
加
す
る
場
合

は
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
み　

地
域
福
祉
課
地
域
包
括

ケ
ア
推
進
担
当
☎
０
８
３
４‐
22
‐
８

４
６
２

普
通
救
命
講
習
Ⅰ

日
時　

２
月
12
日（
日
）９
時
〜
12
時

場
所　

熊
毛
公
民
館

内
容　

成
人
の
心
肺
蘇
生
法
、Ａ
Ｅ

Ｄ
の
使
い
方
な
ど

定
員　

20
人（
受
け
付
け
順
）

参
加
料　

無
料

持
参
物　

動
き
や
す
い
服
装

申
込
み　

1
月
16
日（
月
）か
ら
、申

込
書
を
、持
参
・
フ
ァ
ク
ス
で
、光
地

区
消
防
組
合
消
防
本
部
警
防
課
☎

０
８
３
３‐
74
‐
５
６
０
３
・

０
８

３
３‐
74
‐
５
６
１
１

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
の
進
行

に
よ
り
、人
口
密
度
の
低
下
や
市
街
地

の
空
洞
化
が
進
む
中
、生
活
サ
ー
ビ
ス

を
維
持
し
、将
来
に
わ
た
っ
て
活
力
あ

る
地
域
を
持
続
す
る
た
め
に
重
要
な
、

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い

て
、講
演
と
事
例
発
表
を
行
い
ま
す
。

日
時　

２
月
８
日（
水
）14
時
〜
16
時

30
分（
受
け
付
け
は
13
時
30
分
〜
）

場
所　

文
化
会
館

演
題
と
講
師　
▼
立
地
適
正
化
計
画

と
共
に
地
方
都
市
版
コ
ン
パ
ク
ト
な

ま
ち
づ
く
り
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
…

鵤い
か
る
が

 
心
治
さ
ん（
大
学
院
教
授
）▼
地

方
都
市
に
お
け
る
コ
ン
パ
ク
ト
＆

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
意
味
…
北
原 

啓

司
さ
ん（
大
学
院
教
授
）

※
手
話
通
訳・要
約
筆
記
が
あ
り
ま
す
。

定
員　

５
０
０
人（
受
け
付
け
順
）

参
加
料　

無
料

申
込
み　

氏
名
・
電
話
番
号
を
、フ
ァ

ク
ス
・
E
メ
ー
ル
で
、県
都
市
計
画
課

☎
０
８
３‐
９
３
３‐
３
７
３
３
・
０

８
３‐
９
３
３‐
３
７
４
９
・

a18
400@

pref.yam
aguchi.lg.jp

※
当
日
参
加
も
可
能
で
す
。

問
合
せ　

都
市
政
策
課
コ
ン
パ
ク
ト

シ
テ
ィ
推
進
担
当
☎
０
８
３
４‐
22
‐

８
３
８
３

介
護
認
定
調
査
員（
嘱
託
職
員
）

対
象　

普
通
自
動
車
運
転
免
許
を

持
ち
、次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
▼
介
護
保
険
法
に
規
定
す

る
介
護
支
援
専
門
員
▼
保
健
師
・
看

護
師
・
准
看
護
師
・
理
学
療
法
士
・

作
業
療
法
士
・
社
会
福
祉
士
・
介
護

福
祉
士
い
ず
れ
か
の
資
格
を
持
つ
人

▼
介
護
職
員
初
任
者
研
修
課
程
ま
た

は
訪
問
介
護
員
養
成
研
修
１
・
２
級

課
程
を
修
了
し
た
人
▼
介
護
業
務
従

事
の
経
験
を
５
年
以
上
有
す
る
人

内
容　

介
護
認
定
を
申
請
し
た
被

保
険
者
宅
な
ど
を
訪
問
し
、日
常
生

活
動
作
や
認
知
症
の
状
況
な
ど
、要
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介
護
認
定
に
必
要
な
調
査
を
行
う

雇
用
期
間　

２
月
１
日（
水
）〜
３
月

31
日（
金
）

※ 
実
績
に
よ
り
翌
年
度
の
更
新
が

可
能
で
す
。

勤
務　

月
17
日
、８
時
30
分
〜
17
時

15
分（
休
憩
時
間
60
分
）

報
酬（
月
額
）　

14
万
７
１
０
０
円

定
員　

１
人

選
考　

書
類
、面
接（
１
月
26
日（
木
））

申
込
み　

１
月
23
日（
月
）ま
で
に
、

申
込
書
を
、持
参
・
郵
送
で
、〒
７
４

５‐
０
０
３
２
銀
座
２‐
13
高
齢
者
支

援
課
介
護
認
定
担
当
☎
０
８
３
４‐

22‐８
３
４
３

納
税
通
知
書
用
封
筒
の
有
料
広
告

媒
体
数　

15
万
１
０
０
０
枚

広
告
料　

15
万
１
０
０
０
円
以
上

（
別
途
消
費
税
）

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見

て
く
だ
さ
い
。

申
込
み　
１
月
31
日（
火
）ま
で
に
、申

込
書
を
、持
参
・
郵
送
で
、〒
７
４
５‐

０
０
３
２
銀
座
２‐
13
課
税
課
土
地

担
当
☎
０
８
３
４‐
22
‐８
２
７
５

自
動
販
売
機
設
置
事
業
者

公
募
場
所
と
台
数　
▼
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
1
台
▼
桜
木
公
民
館
１
台

選
定
方
法　

市
へ
納
入
す
る
取
扱

料
率
、そ
の
他
に
よ
る

※ 

募
集
要
項
な
ど
は
、施
設
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
課
財
産
管
理
活
用
担
当
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
布
し
ま
す
。

申
込
み　
１
月
16
日（
月
）〜
２
月
３
日

（
金
）17
時
ま
で（
土・日
曜
日
除
く
）に
、

必
要
書
類
を
、持
参
・
書
留
郵
便
で
、

〒
７
４
５‐
８
６
５
５
岐
山
通
１‐
１

施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
財
産
管
理
活

用
担
当
☎
０
８
３
４‐
22
‐
８
２
８
１

市
地
産
地
消
推
進
店
の
認
定

地
場
産
品
の
生
産
や
消
費
の
拡
大

を
目
的
に
、そ
れ
ら
を
積
極
的
に
取

り
扱
う
店
舗
な
ど
を
地
産
地
消
推
進

店
と
し
て
認
定
し
、の
ぼ
り
と
プ
レ
ー

ト
を
進
呈
し
ま
す
。市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

や
広
告
物
な
ど
に
掲
載
し
、広
く
市

民
や
観
光
客
な
ど
に
Ｐ
Ｒ
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
住
所
を
有
す
る
、小

売
店
、直
売
所
、飲
食
店
、宿
泊
施

設
、食
品
加
工
所

認
定
基
準　
▼
積
極
的
に
地
場
産
品

を
活
用
し
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
意
思
が
あ

る
▼
市
が
行
う
地
産
地
消
関
連
の
イ

ベ
ン
ト
に
積
極
的
に
参
加
す
る
▼
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
告
物
な
ど
で
の

紹
介
を
承
諾
す
る
▼
食
品
衛
生
法
な

ど
の
関
係
法
令
を
遵
守
し
て
い
る
▼

飲
食
店
、宿
泊
施
設
は
食
材
と
し
て

使
用
し
て
い
る
地
場
産
品
を
常
に
メ

ニ
ュ
ー
や
掲
示
な
ど
で
表
示
す
る

※
そ
の
他
、小
売
店
、直
売
所
、飲
食

店
、宿
泊
施
設
、食
品
加
工
所
ご

と
に
定
め
る
基
準
を
満
た
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

審
査　

市
地
産
地
消
推
進
協
議
会

に
お
い
て
審
査

申
込
み　

2
月
1
日（
水
）〜
28
日

（
火
）に
、申
込
書
を
、持
参
・
郵
送
・
E

メ
ー
ル
で
、〒
７
４
５‐
０
０
４
５
徳

山
港
町
１‐１
農
林
課
６
次
産
業
化
・

地
産
地
消
担
当
☎
０
８
３
４‐
22‐
８

３
６
９・
０
８
３
４‐
22‐８
３
７
５・

norin@
city.shunan.lg.jp

都
市
計
画
審
議
会
委
員

対
象　

市
内
に
在
住
す
る
20
歳
以
上

の
人
で
、市
の
都
市
計
画
に
関
心
が
あ

り
、年
に
２
回
程
度
、昼
間
に
開
催
す

る
会
議
に
出
席
可
能
な
人（
附
属
審

議
会
委
員
・
公
職
に
あ
る
人
は
除
く
）

内
容　

都
市
計
画
案
の
審
議

任
期　

４
月
１
日
〜
平
成
31
年
３

月
31
日

報
酬（
１
回
）　

５
９
０
０
円
程
度

定
員　

２
人

申
込
み　

２
月
16
日（
木
）ま
で
に
、

申
込
書
・
作
文（
周
南
市
の
ま
ち
づ
く

り
へ
の
私
の
提
言
、４
０
０
字
程
度
、

様
式
自
由
）を
、持
参
・
郵
送
・Ｅ
メ
ー

ル
で
、〒
７
４
５‐
０
０
３
２
銀
座
２‐

13
都
市
政
策
課
都
市
計
画
・
景
観
担

当
☎
０
８
３
４‐
22‐
８
４
２
７・

toshi@
city.shunan.lg.jp

市
環
境
審
議
会
委
員

市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
環
境

保
全
対
策
に
反
映
す
る
た
め
、委
員

を
募
集
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
在
住
す
る
20
歳
以

上
の
人
で
、年
数
回
の
会
議
に
出
席

で
き
る
人（
公
職
に
あ
る
人
は
除
く
）

任
期　

４
月
1
日
〜
平
成
31
年
３

月
31
日

報
酬（
１
回
）　

５
９
０
０
円
程
度

定
員　

２
人

選
考　

書
類
、作
文

申
込
み　
１
月
16
日（
月
）〜
２
月
13
日

（
月
）に
、住
所・氏
名・年
齢・性
別・職
業・

電
話
番
号
・
活
動
歴
・
作
文（
こ
れ
か
ら

の
周
南
市
の
環
境
に
つ
い
て
、８
０
０

字
程
度
、様
式
自
由
）を
、持
参
・
郵
送
・

フ
ァ
ク
ス・
E
メ
ー
ル
で
、〒
７
４
５‐８

６
５
５
岐
山
通
１‐１
環
境
政
策
課
環

境
政
策
担
当
☎
０
８
３
４‐
22‐８
３
２

４
・

０
８
３
４‐
22
‐
８
３
２
５
・

kankyo@
city.shunan.lg.jp

市
環
境
基
本
計
画
推
進
委
員

会
委
員

環
境
の
保
全
、再
生
、創
出
な
ど
に

関
す
る
基
本
的
な
計
画
と
な
る
市
環

境
基
本
計
画
を
、市
民
、事
業
者
、市
が

催
し日

時　

３
月
18
日（
土
）▼
講
演
・

発
表
会
…
14
時
〜
17
時
▼
交
流

会
…
17
時
15
分
〜
18
時
45
分

場
所　

ホ
テ
ル
サ
ン
ル
ー
ト
徳
山

内
容　

ゲ
ス
ト
に
よ
る
講
演
と

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
、今
年
度
か

ら
始
動
し
た
共
創
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
事
業
の
４
件
の
認
定
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
成
果

発
表
・
交
流
会

定
員　

▼
講
演
・
発
表
会
…

２
０
０
人
▼
交
流
会
…
１
０
０
人

（
受
け
付
け
順
）

参
加
料　

無
料（
交
流
会
は
別

途
３
０
０
０
円
が
必
要
）

申
込
み　

３
月
３
日（
金
）ま
で
に
、

氏
名
・
所
属
団
体
名
・
電
話
番
号
・

E
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
、持
参・フ
ァ

ク
ス・
E
メ
ー
ル
で
、〒
７
４
５‐０

０
４
５
徳
山
港
町
１‐
１
地
域
づ

く
り
推
進
課
地
域
づ
く
り
支
援

担
当
☎
０
８
３
４‐
22‐８
４
１
２・

０
８
３
４‐
22‐
８
４
２
８・

kyodo@
city.shunan.lg.jp

共
創
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
発
表
会
・
交
流
会

「
市
民
の
チ
カ
ラ
で
未
来
を
つ
く
る
」
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保健

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
形
成
し
、推
進
し

て
い
く
た
め
に
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　

市
内
に
在
住
す
る
20
歳
以

上
の
人
で
、年
数
回
の
会
議
に
出
席

で
き
る
人（
公
職
に
あ
る
人
は
除
く
）

任
期　

４
月
1
日
〜
平
成
31
年
３

月
31
日

報
酬（
１
回
）　

５
９
０
０
円
程
度

定
員　

２
人

選
考　

書
類
、作
文

申
込
み　

１
月
16
日（
月
）〜
２
月
13

日（
月
）に
、住
所・氏
名・年
齢・性
別・

職
業
・
電
話
番
号
・
活
動
歴
・
作
文（
環

境
に
や
さ
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

定
着
さ
せ
る
に
は
、８
０
０
字
程
度
、

様
式
自
由
）を
、持
参
・
郵
送
・
フ
ァ
ク

ス・
E
メ
ー
ル
で
、〒
７
４
５‐
８
６
５

５
岐
山
通
１‐
１
環
境
政
策
課
環
境

政
策
担
当
☎
０
８
３
４‐
22‐
８
３
２

４・
０
８
３
４‐
22‐
８
３
２
５・

kankyo@
city.shunan.lg.jp

光
地
区
消
防
組
合
消
防
職
員

（
消
防
吏
員
）採
用
試
験

受
験
資
格　
▼
上
級
…
平
成
４
年
４

月
２
日
か
ら
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
、学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学

（
管
理
者
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も

の
を
含
む
）を
卒
業
ま
た
は
３
月
卒
業

見
込
み
の
人
▼
初
級
…
平
成
６
年
４

月
２
日
か
ら
11
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
、学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高

等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
を
有
す
る
人

（
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
短
期
大
学

な
ど
を
含
み
、同
法
に
規
定
す
る
大
学

（
管
理
者
が
こ
れ
と
同
等
と
認
め
る
も

の
を
含
む
）を
卒
業
し
た
人
を
除
く
）

採
用
日　

４
月
１
日（
土
）以
降

試
験
日
時　

▼
１
次
…
2
月
19
日

（
日
）９
時
〜
▼
２
次
…
３
月
上
旬
予
定

試
験
場
所　

光
地
区
消
防
組
合
消

防
本
部（
光
市
）

試
験
内
容　
▼
１
次
…
一
般
教
養
試

験
、適
性
試
験
、体
力
試
験
▼
２
次
…

作
文
、面
接
、健
康
診
断

申
込
み　

２
月
８
日（
水
）17
時
15
分

（
必
着
）ま
で
に
、受
験
申
込
書
・
自

己
紹
介
書
・
卒
業
証
明
書（
卒
業
証

書
の
写
し
も
可
）ま
た
は
卒
業
見
込

証
明
書
を
、持
参
・
郵
送
で
、〒
７
４

３‐
０
０
１
１
光
市
光
井
６‐
16
‐
１

光
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
総
務

課
☎
０
８
３
３‐
74
‐
５
６
０
１

須
金
市
日（
い
ち
び
）

日
時　

1
月
22
日（
日
）10
時
〜
15
時

場
所　

須
金
中
心
部

内
容　

カ
レ
ー
・ケ
ー
キ
・
雑
貨
な
ど

の
販
売
、神
楽
・
音
楽
・
紙
芝
居
な
ど

の
ス
テ
ー
ジ
や
各
種
体
験
コ
ー
ナ
ー

問
合
せ　

須
金
公
民
館
☎
０
８
３
４‐

86‐２
２
０
１

助成制度 市一般不妊治療費 県不妊治療（人工授精）費
対象
治療費

平成２８年４月以降に受けた医療保険適用の不妊治療費
の自己負担分

平成２８年４月以降に受けた医療保険適用外の人工授精
の全額

助成額 １年度あたり３万円以内
助成期間 通算５年（３年目以降は医師が必要と判断したものに限る）
注意事項 治療日が２８年度のものは３月末までに申請してください。

助成制度 県特定不妊治療費 県男性不妊治療費

対象
治療費

平成２８年４月以降に終了した医療保険適用外の体外受
精・顕微授精の全額

平成２８年４月以降に終了した特定不妊治療の一環とし
て行われる医療保険適用外の採精手術の全額（特定不
妊治療費助成事業と併せての申請に限る）

助成額 治療１回につき▼初回…３０万円以内▼２回目以降…１５
万円以内（治療区分によっては７万５,000円以内） 治療１回につき15万円以内

助成期間

平成２８年度から助成の対象範囲が次のように変更になりました。初めて助成を受ける際の妻の年齢が
●３９歳以下の場合、４３歳になるまでに通算６回まで助成
●４０歳以上の場合、４３歳になるまでに通算３回まで助成
※助成回数には平成２７年度までに助成を受けた回数も通算されます。
※平成２５年度以前から助成を受けている人で、２７年度までに通算５年間助成を受けている場合は助成されません。

注意事項
●助成の対象は指定医療機関による治療に限ります。
●平成２８年度に治療が終了したものは、３月末までの間に申請してください。
●平成２８年度に初めて申請する場合は、戸籍謄本が必要です。

不妊治療を受けている夫婦の経済的な負担を軽減する
ため、不妊治療費の一部を助成します。
対象　▼市内に在住する法律上の夫婦（人工授精費およ
び特定不妊治療費、男性不妊治療費の助成については
県内に在住）▼夫婦の平成27年の所得の合計額が７３０
万円未満の人

申請期限　３月31日（金）
※期限を過ぎると助成が受けられません。
※ 医療機関等証明書の発行に時間を要する場合がありま
すので、あらかじめ受診先へ確認してください。
※ 申請に必要な書類は、健康づくり推進課（徳山保健セン
ター）・熊毛総合支所市民福祉課・コアプラザかので配布
するほか、市のホームページからダウンロードできます。
問合せ　健康づくり推進課企画調整担当☎0834-22-8552

平成28年度 不妊治療費の助成制度
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参
加
料　

１
家
族
４
０
０
円（
消
耗

品
、保
険
代
な
ど
）

※ 

く
ん
製
用
の
肉
は
、各
自
で
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。

手
作
り
み
そ
工
房

日
時　

２
月
19
日（
日
）13
時
〜
15
時

内
容　

大
田
原
自
然
の
家
で
作
っ
た

大
豆
と
こ
う
じ
で
米
み
そ
作
り

参
加
料　
１
家
族
１
３
０
０
円（
み
そ

代
、消
耗
品
、保
険
代
な
ど
）

い
ず
れ
も

対
象　
３
歳
〜
小
学
生
と
そ
の
家
族

定
員　

10
家
族（
申
し
込
み
多
数
の

場
合
は
、抽
選
）

申
込
み　

１
月
30
日（
月
）ま
で
に
、

大
田
原
自
然
の
家
☎
・
０
８
３
４‐

89
‐
０
４
６
１

朗
読
カ
フ
ェ
in
図
書
館

お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら

気
軽
に
、古
典
作
品
の
朗
読
を
聞
き

ま
せ
ん
か
。

日
時　

１
月
28
日（
土
）14
時
〜
15
時

30
分

場
所　

中
央
図
書
館

参
加
料　

無
料（
お
茶
代
は
別
途
１

０
０
円
、お
茶
の
持
参
も
可
）

問
合
せ　

中
央
図
書
館
☎
０
８
３
４‐

22
‐
８
６
８
２

大
田
原
自
然
の
家
の
催
し

手
作
り
ベ
ー
コ
ン
工
房

日
時　

２
月
12
日（
日
）13
時
〜
16
時

内
容　

チ
ッ
プ
か
ら
手
作
り
す
る

ベ
ー
コ
ン
作
り
体
験

■不登校無料相談会
　進路・学習・健康問題など、専門家が
完全個別の無料相談会を開催します。
●対象／小学～高校生の不登校で悩
んでいる保護者●日時／1月18日（水）・
20日（金）・25日（水）・27日（金）10時～
13時●場所／まなラボスクール（河東
町9-35）●定員／1日につき3人（要予
約）●参加料／無料●申込み／まなび
デザインラボ小松さん☎0834-33-
9314・☎090-9418-6091

■ユネスコ冬の自然体験
●対象／幼児～小学生●日時／1月
29日（日）14時～16時30分●場所／
周南フレンドパーク周辺●内容／大き
な木にロープをかけて、樹上から眺め
るツリークライミング体験など●定
員／50人（受け付け順）●参加料／無
料●問合せ／徳山ユネスコ協会福田

さん☎080-1900-2634

■秋月新年囲碁大会
　小学～高校生、女性、初心者の参加
を歓迎します。●日時／2月5日（日）8時
50分～●場所／秋月公民館※小野
慎吾さん（棋士十二段）が参加します。
●定員／70人●参加料／▼一般…
1,500円▼高校生以下…1,000円※
弁当・お茶・コーヒーは用意します。●
申込み／1月26日（木）までに、枡田さ
ん☎・ 0834-28-1750

■山口竹田研究会「日本を楽しく学ぼう」
●日時／2月5日（日）14時～（開場は、
13時～）●場所／ホテルサンルート徳
山●講師／竹田恒泰さん（作家）●参
加料／2,000円※当日参加可能で
す。●申込み／住所・氏名を、ファクス
で、重弘さん 0834-36-2332

■ジュニア・親子スキー教室
●対象／市内に在住または通学する
小・中学生とその家族※小学３年生以
下は保護者同伴●日時／2月12日（日）
5時50分（集合）～19時（解散）●場所
／ユートピアサイオトスキー場（広島県）

※市水泳場入口に集合し、バスで移動
●定員／40人（受け付け順）●参加
料／6,000円（昼食代などは別途）※リ
フト券、レンタル希望者は追加料金が
必要です。●申込
み／1月16日（月）～
31日（火）に、持 参
で、市体育協会☎
0834-28-8311

■ミュージカル出演者募集
●公演日／８月６日（日）●場所／文化
会館●演目／石川雅起オリジナル
ミュージカル「マッチ売りの少女」●募
集内容と対象／▼マッチの妖精…幼
稚園児、小学生▼街の人々…中学生
以上●申込み期限／1月25日（水）●
練習日時／毎週日曜日、14時～16時
●練習場所／周陽公民館ほか●問合
せ／石川さん☎080-3871-6029

■子犬の里親を募集
　かわいい子犬を
無償で譲渡します。
●問合せ／梅田さ
ん☎080-2943-8
776

皆さんの活動耳より情報

伝言板

催し

対象　市内に在住する人（小学生以下は保護者
同伴）

日時　2月4日（土）13時～16時
場所　リサイクルプラザペガサス環境館
内容と定員　▼リサイクルキャンドル作り（13時
と14時からの2回）…各5組▼牛乳パックで紙
すき体験…10組
※ 汚れてもよい服装で参加してください。
参加料　無料
その他の催し　▼燃料電池ごみ収集車・空き缶
プレスカー展示▼段ボールでフォトフレーム作
り▼中古家具などの無料抽選会▼中古自転車
の展示販売
申込み　2月4日（土）12時までに、住所・氏名・
年齢・電話番号を、電話で、リサイクルプラザ
ペガサス環境館☎0834-61-0302

市エコフェスタ
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市以外からのお知らせ

掲示板

徳山動物園へ
ゴー

徳
山
動
物
園
の

イ
ベ
ン
ト
を

紹
介
す
る
よ
！

●問合せ／徳山動物園☎0834‐22‐8640●入園料／大人410円、小・中・高校生100円

　心も体も温まるラブベ
ンチが正門入り口に登場
しました。このベンチに座
ると、ゾウのミリンダとナ
マリーに負けないくらい
の仲良しになれるかも!

●広報「しゅうなん」の記事で市が収集した個人情報は、当該業務に限って使用します。

イベント日程など…詳しくは「ボートレース徳山」の、ホームページを検索！！
問合せ／ボートレース徳山☎0834-25-0540・入場料100円

LINE®で
友だち追加！

■しゅうなん元気活動支援事業助成金
　市内で活動する市民活動団体が
新たに行う事業に必要な経費を一部
助成します。対象事業や詳細は、問い
合わせてください。●助成金額／1事
業につき10万円以内●審査／書類、
プレゼンテーション●申込み／1月
16日（月）～2月15日（水）に、市ふるさ
と振興財団☎0834-33-7701

■周防大島高等学校福祉専攻科
　生徒募集
　平成29年度入学生を募集してい
ます。介護福祉士をめざしてみません
か。●対象／高等学校など卒業、また
は卒業見込みの人●試験日／2月8日
（水）●申込み／1月27日（金）～2月2日
（木）に、周防大島高等学校久賀校舎
☎0820-72-0024※詳しくは、学校
のホームページを確認してください。

■司法書士による多重債務問題、相
続登記などおよび空き家問題無
料電話相談会
●日時／2月4日（土）10時～16時●
相談電話番号／ 0120-003-821
●問合せ／県青年司法書士協議会
片山さん☎090-4103-1163

■改正道路交通法が3月12日（日）か
ら施行されます
高齢者講習制度の改正
　講習時間が改正されるとともに、
一定の違反をした場合の臨時認知
機能検査および臨時高齢者講習が
新設されます。また、認知機能検査
の結果、認知症のおそれが認められ
る人は、医師の診断を受けることに
なります。
運転免許制度の改正
　準中型免許（18歳以上で受験可
能）および準中型自動車が新設さ
れ、運転できる免許と車両の種類
が、一部変更されます。
●問合せ／県総合交通センター☎
083-973-2900

ラブベンチ
登場！！

　今年度は、１億７,000万円を一般会計に繰り
入れました。この繰入金は「周南市子ども未来夢
基金」に積み立て、こども医療費助成の拡充に
貢献しています。

アートスポットガイドin周南

生誕１１０年・没後２０年
「斎藤清の世界展」
●期間／２月１９日（日）まで
▼観覧料／一般1,000（800）円、大学
生800（600）円※（　）内は前売りおよ
び20人以上の団体※18歳以下は無料
■ギャラリートーク
●日時／１月28日（土）・2月11日（祝）
１４時～▼参加料／無料（展覧会の
観覧券が必要）※予約は不要です。

いずれも●開館時間／9時30分～17時（入館は16時30分まで)●休館日／月曜日●
常設展観覧料／一般200（160）円、学生100（80）円※（ ）内は20人以上の団体※
18歳以下および70歳以上は無料※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福
祉手帳、戦傷病者手帳などを持参の人と、その介護者は無料

清水香代子作品展－素
 すせん

潜の問いかけ－
●期間／３月１２日（日）まで
■ジャズライブ♪
●日時／2月１8日
（土）15時～16時
※18日（土）は、12
時から入場無料
になります。

尾崎正章常設展「静物」
●期間／３月１２日（日）まで

ワークルーム
●期間／▼1月18日（水）～29日（日）…つ
くし園作品展▼2月1日（水）～12日（日）…
富田東小学校作品展▼観覧料／無料

郷土美術資料館・尾崎正章記念館
☎0834‐62‐3119

美術博物館
☎0834‐22‐8880

「初夏の舞」
1990年

「FROM サクラ」
2012年

NEWSボートレース徳山の収益を
「子育て支援」に
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